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森林土木工事共通仕様書            

（兵庫県農政環境部農林水産局治山課） 

 

第１条 適用範囲  

(仕様書) 

 1兵庫県の施工する治山、林道事業の請負工事に関する仕様書は、森林整備保全事業工事標準仕様書(林野庁

長官通知)（これと施工管理基準《以下林野施工管理基準といい「出来形管理基準及び規格値」、「品質管

理基準及び規格値」、「写真管理基準」よりなる》を合わせて、以下「林野仕様書」という）を基本とす

る。  

 2 森林土木工事共通仕様書（以下「本仕様書」という）は、兵庫県の施工する治山、林道事業の請負工事に

適用し、治山、林道事業の請負工事の施工に関する一般的事項を示すものであり、基本的に林野仕様書に

記載のない事項をとりまとめたものである。 

  3個々の工事に関して特別に必要な事項については、別に定める特記仕様書によるものとする。 

 4上記1～3項の仕様書は相互に補完し合うものであり、各仕様書に相違がある場合は、第3項→第2項→第

1項の順に優先することを原則とする。 

  5 受注者は、設計図書、仕様書に関して疑義の生じたものは、監督員と協議のうえ施工するものとする。  

  6 受注者は、本仕様書のうち、契約工事の内容に対する各条項を熟知して、施工しなければならない。 

 7適用図書等 

① 林野仕様書 

② 森林土木工事安全施工技術指針 

③ ロープネット・ロックボルト併用工法設計・施工指針(案) 

 

 (様式類) 

 1 兵庫県の施工する治山、林道事業の請負工事の契約、施工にあたって使用する様式類は、土木請負工事必

携（兵庫県県土整備部 編）に規定されたもの及び契約担当部署等が定めた共通様式によるものとする。 

  2 共通様式になく、仕様書の規定等に対応するため必要なものは発注者が決定し、これを用いることとする。 

 

(施工管理) 

  1 林野施工管理基準による。 

 2林野施工管理基準にない事項については、土木請負工事必携による。 

  3森林造成、ロープネット工、ロープネット・ロックボルト併用工法等に関するものは本仕様書に含め、こ 

れを適用する。 

 

(参考資料) 

 1 建設機械施工安全技術指針（国土交通省）   

 2 土木工事安全施工技術指針（兵庫県県土整備部） 

  

 

令和３年７月1日適用 
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第２条 用語の定義 

   林野仕様書において工事請負契約書とあるのは、（兵庫県）建設工事請負契約書（以下契約書という。） 

と読み替え、各条項についても該当条項と読み替えるものとする。また、林野仕様書 第1編 共通編 第1

章 総則 第1節 総則の適用にある『なお、国有林野事業の請負契約書に係る契約書について、(平成7年

11月28日付け林野管第 161号林野庁長官通知) 1に規定する建設工事請負契約において、「契約書」と

あるのは「契約約款」と読み替えるものとする』を削除する。 

1  ｢監督｣とは、契約書並びに設計書、図面及び仕様書等に基づいて契約の適正な履行を確保するために行

う行為をいう。 

2 ｢監督員｣とは、契約書第9条の規定により、契約担当者から監督を命ぜられた職員で、総括監督員、主任

監督員を総称していう。 

 受注者には主として主任監督員が対応する。 

 なお、林野仕様書に監督職員、検査職員とあるのは、それぞれ監督員、検査員と読み替えるものとする。 

3 ｢総括監督員｣とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調

整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認める場合にお

ける契約担当者等に対する報告等を行うとともに、主任監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理を行う者

をいう。 

4 ｢主任監督員｣とは、現場監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議（重要なものを除

く）の処理、工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した図面の承諾を行い、又、契

約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施（他のものに実施させ、当

該実施を確認することを含む）、関連工事の調整（重要なものを除く）、設計図書の変更（重要なものを

除く）、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、現

場監督業務の掌理を行う者をいう。 

5 「確認」については、林野仕様書の規定のほか、以下の規定によるものとする。 

 「確認」とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場若しくは関係資料

により、その内容について契約図書との適合を確かめることを言う。 

6  ｢段階確認｣とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、

数量等を確認することをいう。 

7  ｢検査｣とは、設計図書に示された施工等の各段階及び材料について、所定の出来形及び品質を確保する

ために、受注者等の測定結果に基づき監督員が出来形、品質、規格、数量等を確認することをいう。 

  なお、この場合受注者が実施した測定結果のうち代表となる部分を抽出して行うことができるものとす

る。 

 また、受注者に対する合否の判定は、監督員が行うものとする。 

 ただし、立会い検査をするものとしたもので、やむを得ず立会い検査ができない場合は、その旨を受注者

に通知し、監督員の指示する必要な工事写真等の記録を整備提出させ、書面による検査を行うものとする。 

8  ｢調整｣とは、監督員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要な事項 

を受注者に対して指示することをいう。 

 9 ｢検査員｣とは、契約書第31条の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。 

10 ｢中間検査｣とは、検査員が契約書第 31条の2の規定に基づき、工事完成前において行う性能又は、仮組立

てその他の確認をする場合及び完成検査時に出来形又は、品質の確認が困難になると予想される場合に行
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うものをいい、請負代金の支払を伴うものではない。 

11 ｢現場｣とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をい 

う。 

12 ｢産業廃棄物｣とは、廃棄物処理法で定められた｢燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスティッ

ク類｣の計6種類と、政令で定められた｢紙くず、木くず、繊維くずほか 10種類｣の計19種類の廃棄物をい

う。 

13 ｢建設副産物｣とは、工事に伴い副次的に得られる物品であり、再生資源及び廃棄物を含む。 

14 ｢特定建設資材廃棄物｣ とは、建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律第 2条第5項に定められ 

た、分別解体及び再資源化等の義務づけがなされた資材のことをいう。 

 

第３条 その他（週休2日制度） 

本工事は、原則週休２日（土曜・日曜）を確実に取得できるよう工事を実施する「週休２日制度」の対象工

事であり、その旨を工事看板に明記すること。（受注者は契約後、施工計画書を提出する。） 

建設業へ入職しやすい環境整備のため、週休２日が確実に確保出来るよう受発注者間で工程を調整し、施工

計画を作成するなどの取り組みを行う。 

天候や地域住民対応等で土曜・日曜の施工が必要となった場合は、監督員と協議のうえ、振替休日を取得す

る等、週休2日に努めること。（但し、工事成績評定の加点等については、土曜・日曜の現場閉所に限定して

評価するが、１ヶ月あたり２日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平日に振り替えることを可能とする。） 

また、現場稼働中の工期〔工事着手(現場測量等)前、一時中止期間、工場製作期間、工事完了後等の期間を除

く〕の土曜日曜の現場閉所（以下「現場閉所」という。）の達成状況に応じて下記の表のとおり、工事成績の

加点、労務費、市場単価、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率の補正を行う。（休日を確保出来

なくても減点しない。） 

なお、土曜・日曜の休日に受注者の作業員や下請け企業が他の現場で作業に従事することを制限しない。同

様に現場代理人等（監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者）が休日に書類作成等の内業や他の現場に従事

することを制限しない。但し、専任の者である場合、他の現場に従事しないこと。 

 

＜工事成績の加点＞ 

現場閉所の達成状況 加点 

４週8休以上 

（100%） 

３点 

４週7休以上４週8休未満 

（87.5～100%） 

２点 

４週6休以上４週7休未満 

（75～87.5%） 

１点 

 

※現場閉所の達成状況 

 現場閉所日数（平日振替日※を含む）を現場稼働中の土曜・日曜の全日数で除し、小数点以下を四捨五入

する。 

※悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作業を行った場合は、１ヶ
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月あたり２日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平日に振り替えることを可能とする。 

※考査項目別運用表における主任監督員の創意工夫欄にて加点する。 

 

＜労務費、市場単価、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率の補正＞ 

 ア 労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率を下記表に掲げる現場閉所率に応じた補正

係数を乗じるものとする。 

補正係数 

現場閉所の達成状況 

4週8休以上 

（100％） 

4週7休以上 

4週8休未満 

（87.5～100％） 

4週6休以上 

4週7休未満 

（75～87.5％） 

労務費 １.０５ 1.０３ 1.０１ 

機械経費（賃料） １.０４ 1.０３ 1.０１ 

共通仮設費率 １.０４ 1.０３ 1.０２ 

現場管理費率 １.０６ 1.０４ 1.０３ 

 

イ 市場単価に下記表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を乗じるものとする。また、市場単価に施行

条件による加算率・補正係数が適用される場合は、週休２日補正後の市場単価に補正するものとする。 

名   称 区 分 
4週8休以上 

（100％） 

4週7休以上 

4週8休未満 

（87.5～100％） 

4週6休以上 

4週7休未満 

（75～87.5％） 

鉄筋工（太鉄筋を含む）   1.05 1.03 1.01 

鉄筋工（ガス圧接）   1.04 1.02 1.01 

インターロッキングブロック工 
設置 1.02 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 1.01 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.01 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 
設置 1.04 1.03 1.01 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（落石防止柵）   1.02 1.01 1.00 

防護柵設置工（落石防止網）   1.03 1.02 1.01 

道路標識設置工 
設置 1.01 1.01 1.00 

撤去・移設 1.04 1.03 1.01 

道路付属物設置工 
設置 1.02 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

法面工   1.02 1.01 1.00 

吹付枠工   1.03 1.02 1.01 

鉄筋挿入工（ロックボルト工）   1.03 1.02 1.01 

道路植栽工 
植樹 1.05 1.03 1.01 

剪定 1.05 1.03 1.01 

公園植栽工   1.05 1.03 1.01 

橋梁用伸縮継手装置設置工   1.02 1.01 1.00 
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橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工   1.04 1.02 1.01 

橋面防水工   1.02 1.01 1.00 

薄層カラー舗装工   1.01 1.00 1.00 

グルービング工   1.01 1.01 1.00 

軟弱地盤処理工   1.02 1.01 1.00 

コンクリート表面処理工 

（ウォータージェット工） 
  1.01 1.01 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

第４条 施工地および索道線下などの伐採について 

  施工地及び索道下などの伐採については林野仕様書の規定によるほか、以下の規定にも留意するものとす

る。 

支障となる立木がある場合は毎木調査で樹種・胸高直径を計測のうえ、伐採前に監督員と協議すること。 

特に、起点場近くの人工林の伐採にあたっては、当該森林所有者との立会を行うこと。 

 

第５条 土石流の発生するおそれのある降雨について 

  契約書第20条の規定に基づき発注者は受注者に対して、工事の全部または一部を中止させることができ、

兵庫県では森林土木工事に関して土石流が発生するおそれがあるとき、この規定に該当するとしている。こ

の規定の運用にあたって、「土石流が発生するおそれがあるとき」とは、各地方気象台の定める大雨注意報

発令雨量基準に達する降雨（下表参照）があった場合をいう。 
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  る際 

 ⅱ) 建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混 

  合廃棄物等を工事現場から搬出する場合の、再生資源利用促進計画書を作成する際 

 ⅲ) 再生資源利用計画及び再生資源利用計画を作成した場合の、工事完了後速やかに実施手順を記録した「再 

  生資源利用計画書(実施書)」を監督員に提出する際 

 建設副産物情報交換システム(COBRIS)により、作成または提出しなければならない。 

 

 受注者は、再生資源利用計画を作成する際以下の各項を参考にし、監督員の承諾を得るものとする。 

 

1 建設発生土の流用 

  建設発生土の搬出先は、次のとおりとする。 

     所在地  ○○市○○町○○ 

     工事名  ○○工事 

     条 件  土質条件、受入時期、受入方法等について記載。 

     運搬距離  ○．○ｋｍ 

     その他   監督員の指示による 

  なお、運搬距離については、所在地が変わらない限り設計変更は行わない。 

 

2 流用土の調達 

  本工事の盛土に使用する土砂は、次のとおり調達する。 

     所在地  ○○市○○町○○  

     工事名  ○○工事 

     条 件  土質条件、入手時期、入手方法等について記載。 

     運搬距離  ○．○ｋｍ 

     その他   監督員の指示による 

  なお、運搬距離については、所在地が変わらない限り設計変更は行わない。（注：運搬費を設計計上して

いる場合のみ記載） 

 

3 建設発生土の処分 

  建設発生土の搬出先は、積算参考条件として、次のとおり設定する。 

品目 施設の名称 運搬距離 所在地 受入等諸条件 その他 

 

建設発生土 

 

 

 

○○残土処分地 

 

○．○ｋｍ 

○○市 

○○町○○ 

 

県土整備部の「建設副

産物の処理ならびに受

入価格」に掲載される

当該施設の受入条件を

遵守すること。 

監督員

の指示

による 

  上表については、積算参考条件を明示しているものであり、受入施設を指定するものではなく、受注者は、

県登録施設から搬出先施設を選定し、施工計画書に含めなければならない。なお、受注者の選定した施設が、

積算参考条件と異なる場合においても設計変更は行わない。 

  ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設からの登録抹消等により受入困難となった場合は、設計変

更を行うものとする。 

  この他、工事発注後明らかになった事情により、予定した積算参考条件により難い場合は、監督員と協議
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するものとする。 

 

4 特定建設資材廃棄物の処分 

（１）本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）（以下「建設

リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置

を講じることとする。 

  なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、次の積算条件を設定している

が、契約書「７解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるも

のであるため、発注者が積算上条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。 

  ただし、工事発注後、明らかになった事情により、予定した積算参考条件により難い場合は、監督員と協

議するものとする。 

① 分別解体等の方法 

工程

ごと

の作

業内

容及

び解

体方

法 

工程 

 

作業内容 分別解体等の方法 

①仮設 仮設工事 

□有   □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事 

□有   □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事 

□有   □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事 

□有   □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 

□有   □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑥その他 その他の工事 

□有   □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

上表「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。 

 

② 再資源化等をする施設の名称及び所在地  

特定建設資材廃

棄物の種類 

施設の名称 運搬 

距離 

所在地 受入等諸条件 その他 

    県土整備部の「建設副産物

の処理ならびに受入価格」

に掲載される当該施設の受

入条件を遵守すること。 

監督員の

指示によ

る 
    

   上表については、積算参考条件を明示しているものであり受入施設を指定するものではなく、受注者は、

県登録施設から搬出先施設を選定し、共通仕様書に基づき施工計画書に含め、監督員に提出しなければなら  

ない。なお、受注者の選定した施設が、積算参考条件と異なる場合においても設計変更は行わない。 

   ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設からの登録抹消等により受入困難となった場合は、設計

変更を行うものとする。 

 

（２）受注者は、契約締結までに建設リサイクル法第１２条に基づき、必要事項を所定の書面に記載し提出す
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ること。また、工事が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、次の事項を書面に記載し、

監督員に報告することとする。 

  なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（平成１４年５月）」に定めた様式１〔再生資源利用計画書

（実施書）〕及び様式２〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。 

再資源化が完了した日 

再資源化等をした施設の名称及び所在地 

再資源化等に要した費用 

 

5 建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の処分 

  特定建設廃棄物以外の処分先は、積算参考条件として、次のとおり設定する。 

建設資材廃棄物の種

類 

施設の名称 運搬 

距離 

所在地 受入等諸条件 その他 

木材 ﾗｲﾌｫｽ(株) 

 

39..0kｍ 佐用郡佐用町本

郷201-36 

県土整備部の「建設副産物

の処理ならびに受入価格」

に掲載される当該施設の受

入条件を遵守すること。 

監督員の

指示によ

る     

  上表については、積算参考条件を明示しているものであり受入施設を指定するものではなく、受注者は、

県登録施設から搬出先施設を選定し、共通仕様書に基づき施工計画書に含め、監督員に提出しなければなら

ない。なお、受注者の選定した施設が、積算参考条件と異なる場合においても設計変更は行わない。 

  ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設からの登録抹消等により受入困難となった場合は、設計変

更を行うものとする。 

  この他、工事発注後明らかになった事情により、予定した積算参考条件により難い場合は、監督員と協議

するものとする。 

 

6 建設資材廃棄物引渡完了報告の提出 

建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しが完了した時は、「産業廃棄物等の不適正な処理の防止

に関する条例」（平成 15年3月17日兵庫県条例第23号）第16条の3に基づき、建設資材廃棄物引渡完了

報告を監督員に提出しなければならない。 

 

第１０条 監督員による検査(確認を含む)及び立会等について 

    監督員による検査(確認を含む)及び立会等については、林野仕様書第３編 森林土木工事共通編 第１

章 総則 第１節 総則 第 5 条 監督職員による確認および立会 によるほか、段階確認に以下の表の項

目を含める。また、特に監督員が指示した箇所、特記仕様書に示された箇所を含めるものとする。 

  

   

 

 

工種 細別 確認時期・箇所 

治山林道工事 構造物施工 ・法線設置時 

森林整備 本数調整伐 ・伐木予定木の選定完了時 

地すべり 抑制工・抑止工 ・掘削前に位置・間隔を確認 
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第１１条 数量の算出及び完成図 

  数量の算出及び完成図については林野仕様書の規定によるほか、以下の規定にも留意するものとする。 

   受注者は、出来形測量の結果を基に、設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員に提出 

しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、林野施工管理基準及び規格値を満たし 

ていれば、出来形数量は設計数量とする。なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算 

出された数量をいう。 

 

第１２条 施工体制台帳 

  施工体制台帳については林野仕様書の規定による。但し、同 施工体制台帳規定の第4項、この場合以下「林

野庁直轄工事における施工体制審査・点検マニュアル」は、参考にとどめることとする。 

 

【現場の管理】（建設業法第24条の7に該当する場合） 

  受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負者を含む）及び元請負の専門技術者（専任

している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を

着用させるものとする。（平成13年3月30日付 国コ企第3号 一部引用） 

 （監理技術者補佐は、建設業法第26条第３項ただし書きに規定する者をいい、令和２年10月１日以降に監理

技術者補佐を配置する場合に適用する。） 

 

     〈名札の例〉 

 

         監理（主任）技術者 

 

 
 

   写 真 

 

 2cm×3cm 

   程 度 

  氏 名  ○○ ○○ 

  工事名  ○○改良工事 

  工 期  自○○年○○月○○日 

           至○○年○○月○○日 

   

  会社名   ◇◇◇◇建設株式会社  

    印 

  

 

              

 注）１．用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 

             ２．所属会社の社印とする。 

 

第１３条 工事中の安全確保 

     工事中の安全確保については林野仕様書の規定によるほか、以下の各号の規定にも留意するものとする。 

 1 工事中の安全については本仕様書のほか「森林土木工事安全施工技術指針」(林野庁森林部長通知)及び「建

設機械施工安全技術指針」（国土交通省 平成17年3月31日改正）に留意するものとする。 

2 受注者は、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生したと 

き及びその兆候を発見した場合は、応急の措置を講じるとともに速やかに監督員に報告しなければならな

い。 

防止工  ・掘削中、想定されるすべり面に 

相違があったとき 
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  3 受注者は、工事中周辺住民等から苦情又は意見等があった場合は、丁寧に対応し、速やかに監督員に報告

しなければならない。 

  4 受注者は、｢土石流の到達するおそれのある現場での工事における安全対策について｣（平成10年6月1日 

治第205号）に基づき、安全対策を講じなければならない。（第5条｢土石流の発生するおそれのある降雨

について｣参照） 

5 トンネル施工中にガスが発生した場合、又は水蒸気爆発等の異常事態が発生した場合、速やかに避難し、

監督員に連絡して指示を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 （付属資料 ２） 

 

土石流の到達するおそれのある現場での工事における安全対策について 

 

平成１０年６月１日 

治  第 ２０５ 号 

 

   事業者（請負業者）は、土石流が発生するおそれのある河川（崩壊土砂流出危険地区等）において建設工事

の作業を行うときは次に掲げる措置を講じなければならない。 

 

１ あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を施工計画書に記載する（第

５７５条の９関係）。 

  なお、発注者は施行箇所が土石流が発生するおそれのある河川に該当する場合は、その旨を請負業者に周知

し、流域面積や平均河床勾配及び崩壊の有無や不安定土砂の堆積状況などの情報を事業者に提供すること。 

２ あらかじめ、土石流による労働災書の防止に関する規定を定め、施工計画書に明記すること。 

  その規定は、次の事項が示されており、かつ、１の調査で知り得たところに適応するものであること（第５

７５条の１０関係）。 

 イ 降雨量の把握の方法 

 ロ 降雨又は融雪があった場合及び地震が発生した場合に講ずる措置 

 八 土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置 

 二 土石流が発生した場合の警報及び避難の方法 

 ホ 避難の訓練の内容及び時期 

３ 作業開始前にあっては２４時間の降雨量、作業開始後にあっては１時間ごとの降雨量を把握し、その結果を

記録すること（第５７５条の１１関係）。 

雨量の把握・記録の方法は、雨量計を現場事務所付近に設置して観測することを標準とするが、地方気象台

により設置された地域気象観測システム（アメダス）、気象デー夕供給会社、河川管理者等の観測点が現場付

近にある場合は、その情報によることもできる。 

  ただし、その場合は現場において即時に情報が把握できなければならない。 

４ 降雨があったことにより土石流が発生するおそれがあるときは、監視人の配置やワイヤーセンサーの設置等

土石流の発生を早期に把握するための措置を講じること。 

  ただし、速やかに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させたときはこの限りではない（第５７５条の

１２関係）。 

  土石流が発生するおそれがあるときとは、本仕様書第５条による。      

なお、降雨があったことにより土石流が発生するおそれがあるときは、やむを得ない事情がある場合以外は、

作業を中止することとする。 

  その場合、監視人やセンサーを設置する必要はない。 

５ 土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に避難

させること（第５７５条の１３関係）。 

６ 土石流が発生した場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるための警報用の設備を設け、常時、有効に作

動するように保持し、関係労働者に対し、その設置場所を周知させること（第５７５条の１４関係）。 

  警報用の設備とは、サイレン、非常ベル、携帯用拡声器、回転灯等をいう。 

７ 土石流が発生した場合に労働者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所

に設け、常時有効に保持し、関係労働者に対しその設定場所及び使用方法を周知させること（第５７５条の１

５関係）。 

８ 関係労働者に対し、工事開始後遅滞なく１回、及びその後６月以内ごとに１回、避難の訓練を行うこと。 

  また、避難の訓練を行ったときは、実施年月日等を記録し、これを３年間保存すること（第５７５条の１６

関係）。 (※土石流が発生するおそれについ関して、基準変更により字句の修正を加えた) 
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第１４条 支障木の除去 

   支障木の除去については林野仕様書の規定によるほか、以下の規定にも留意するものとする。 

  工事施工上支障となる立木竹等の除去については、監督員の指示を受けなければならない。 

 

第１５条 工事区域の立入防止施設  

     工事区域の立入防止施設については林野仕様書の規定によるほか、以下の各号の規定にも留意するもの

とする。 

1 工事現場の周囲は、監督員の指示に従い、仮囲い等の立入防止施設を設置し、作業員及び第三者に対して

工事区域を明確にすること。 

2 立入防止施設は、子供等第三者が容易に進入できないような構造とすること。 

3 立入防止施設に設けた出入口は、施錠できるようにすること。 

4 夜間・休日等の工事休止時において侵入防止対策をとること。 

 

第１６条 爆発及び火災の防止 

     爆発及び火災の防止については林野仕様書の規定によるほか、以下の各号の規定にも留意するものとす

る。 

  1 受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければな

らない。（「土木請負工事必携（兵庫県県土整備部）」23.火薬類の譲渡、消費許可手続き 参照） 

  2 受注者は、火災の予防について、万全の措置を講ずるものとし、当該地域の関係行政機関等からの指示事

項があればそれに従わなければならない。 

 

第１７条 後片付け及び原状回復 

     後片付け及び原状回復については林野仕様書の規定によるほか、以下の各号の規定にも留意するものと

する。 

  1 受注者は、工事施工のため流水及び水陸の交通の方法を変更し、又は制限した場合において、その必要が

なくなったときは速やかに原状に回復しなければならない。 

  2 受注者は、工事施工の必要性から既設の施設、構造物等を撤去し、又は誤って損傷したときは、当事者間

の約定により特別の定めをした場合を除き、工事期間内に完全に回復しなければならない。 

  3 仮設物等は、その必要がなくなったときは、速やかに撤去して原状に回復し、施設又は構造物の機能を阻

害することがないように点検しなければならない。 

 

第１８条 環境対策・公害防止 

   環境対策・公害防止については林野仕様書の規定によるほか、以下の各号の規定にも留意するものとす

る。 

 1 野焼きの禁止 

     受注者は、工事に伴い生じる根株、伐採木及び末木枝条について、林地への自然還元及び土木資材とし

ての利用を図ることとし、野焼き等を行ってはならない。 

 2 水質汚濁防止 

コンクリート類の残骸及び洗い水は、河川・水路等に流入させないこと。 

また、受注者は発注者と施工方法等について打合せを行い、その結果をもとに水道事業者などと行った協

議をもとに協議書を作成し、発注者に提出するとともにその内容に従事しなければならない。 
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第１９条 交通誘導警備員の資格等（交通誘導警備員配置の工事） 

    交通誘導警備員の資格等（交通誘導警備員配置の工事）については林野仕様書の規定によるほか、

以下の各号の規定にも留意するものとする。 

 ○検定合格者を配置する工事 

 （交通誘導警備員の有資格) 

 1 本工事に配置する交通誘導警備員は、警備員等の検定等に関する規則（平成17年11月18日国家公安員会規

則第20号）等に基づき、交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を規制箇所毎に１名以上配置すること

とする。 

 2 受注者は、配置した交通誘導警備検定合格者の検定合格証（写し）を監督員に提出するものとする。 

 

なお、交通誘導警備員Ａ，Ｂの定義は次のとおり。 

  交通誘導警備員Ａ： 警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員をいう）で、交通誘導

警備業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務を

いう）に従事する交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員 

  交通誘導警備員Ｂ： 警備業者の警備員で、交通誘導警備員Ａ以外の交通の誘導に従事するもの 

 

第２０条 諸法令の遵守 

    工事に関する諸法令については、林野仕様書に示す法令に下記の法令を加えることとする。   

   1 水道法 

   2 工業用水法 

   3 工業用水道事業法 

 

第２１条 排出ガス対策型建設機械の使用について 

   排出ガス対策型建設機械の使用については林野仕様書の規定によるほか、以下の規定にも留意するもの

とする。 

1 規定に該当する排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、「建設技術評価制度」又は「民間開発建

設技術の審査証明事業」により評価された「排出ガス浄化装置」を装着した建設機械を使用することで同等

とみなす。 

  ただし、受注者の都合による場合を除き、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 

  上記において、「これにより難い場合」とは、供給側に問題があり、排出ガス対策型建設機械を調達するこ 

とができない場合であり、受注者の都合で調達できない場合は認めないものとする。 

 2 使用する建設機械が排出ガス対策型建設機械であることを確認できる写真を撮影し、完成書類として提出 

するものとする。 

 

第２２条 不正軽油の使用の禁止 

 1受注者は、工事の施工にあたり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油（地方税法第 700条

22の２（製造等の承認を受ける義務等）の規定に違反する燃料をいう。）を使用してはならない。 

 2 受注者は、不正軽油の使用が判明した場合には、速やかに是正措置を講じなければならない。 

 

第２３条 電子納品 

兵庫県農政環境部農林水産局治山課が所管する森林土木工事における工事書類及び成果品の提出は、電子

納品により実施することを基本とし、仕様・基準等については下記による。 

1 準拠する仕様・基準 

本県の森林土木工事における電子納品は、兵庫県県土整備部が策定した「工事完成図書の電子納品に関

する運用指針（案）」（以下運用指針（案））に準拠して実施し、同運用指針（案）で規定された電子納
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品要領、基準類、ガイドラインを参照すること。 

 2 電子納品を実施する工事 

運用指針（案）に規定された下記の対象工事について、電子納品を実施するものとする。 

電子納品対象工事・・・設計金額２千万円以上の工事 

      ただし、下記の工事については対象外とする。 

       ・鉄道会社、市町等への施工委託、負担金工事 

       ・緊急施工が必要な災害復旧工事 

設計金額が２千万円未満や緊急施工が必要な災害復旧工事であっても、成果品を将来的な維持管理等に

有効利用できる工事、または受注者より電子納品を希望する申し出があった工事については電子納品の対

象とできる。 

3 工事書類の提出方法（紙と電子） 

電子納品対象工事の工事書類の提出方法は、「工事書類作成の手引き」（兵庫県県土整備部）の「３－

６工事書類の提出方法（紙と電子）の明確化」を参照して、受発注者間の事前協議によって決定し、協議

結果を「電子納品に係る事前協議チェックシート」に取りまとめ工事打合せ簿により監督員に提出する。 

電子納品対象工事ではない工事については、発注者の求めに応じて、下記により電子データを提出する

ものとする。 

1） 出来高図面、又は施工計画図面については、CADデータで提出し、図面のファイル形式はＳＦＣ形

式とする。 

2） 各種成果表は、WORD、EXCELまたはTEXT形式とする。 

3） 電子データの提出または受領については、インターネットメール、または監督員が指定する電子記

憶媒体（例；ＳＤ、ＵＳＢ等）により行うものとする。 

4） 提出する電子データはウィルスチェックを実施するものとする。 

5） その他の事項については、適宜監督員と協議するものとする。 

 

第２４条 工事写真管理 

工事写真管理については、森林整備保全事業工事写真管理基準並びに工事写真撮影要領（林野仕様書）に

準拠すること。 

電子納品対象工事については、「工事完成図書の電子納品に関する運用指針（案）」（兵庫県県土整備部）

及び「デジタル写真管理情報基準」（国土交通省）に準拠して写真データを作成し、電子成果品として提出

するものとする。 

 

第２５条 花と緑のあふれる美しい県土づくりシンボルマークの表示 

  受注者は、工事期間中、下記のとおり花と緑あふれる美しい県土づくりシンボルマークを工事標示板に表

示し、工事現場に設置しなければならない。 
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花と緑あふれる美しい県土づくりシンボルマーク 

     

タテ400

×ヨコ950 

※図柄と文字のバランスは、上図を参考とする。 

 

【配色】 

 

 

マスコット展開図使用色 

 

 

 

 

注）花弁や下地は、白色とする。 

 

  


